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○三原市本郷都市計画事業東本通土地区画整理事業施行地区内に

おける建築行為等の許可に関する規則  

平成１７年３月２２日  

規則第１７１号  

改正  平成１７年６月２０日規則第２２７号  

平成２８年３月３１日規則第１５号  

（趣旨）  

第１条  この規則は，本郷都市計画事業東本通土地区画整理事業施行地

区における土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号。以下「法」

という。）第７６条に規定する建築行為等の許可に関する事務に関し

法令に定めるもののほか，必要な事項を定めるものとする。  

（許可申請書の提出）  

第２条  法第７６条第１項の規定により建築行為等について許可を受け

ようとするものは，建築行為等許可申請書（様式第１号。以下「許可

申請書」という。）により市長に申請しなければならない。  

２  前項の申請をしようとするものは，許可申請書に次に掲げる図書２

部を添えて市長に提出しなければならない。  

(1) 位置図  

(2) 配置図  

(3) 平面図  

３  許可申請書は，土地所有者の記名押印を得たものでなければならな

い。ただし，土地所有者の記名押印を得られないときは，その理由を

添付することをもって代えることができる。  

４  市長は，必要があると認めるときは，前２項の規定によるもののほ

か，誓約書（様式第２号）その他の図書を添付させることができる。  

（許可書の交付）  

第３条  市長は，許可申請書の内容が土地区画整理事業の施行に支障が

ないと認めたときは，これを許可する。  

２  前項の場合において，市長は，その許可に必要な条件を付すること

ができる。  
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３  前条第１項の申請について，許可した場合は，建築行為等許可書（様

式第３号）及び許可申請書に添付された図書１部を申請者に交付する

ものとする。  

（不許可の通知）  

第４条  市長は，許可申請書の内容が土地区画整理事業の施行に支障と

なると認めたときは，許可しないものとし，建築行為等不許可通知書

（様式第４号）により申請者に通知するものとする。  

（許可申請の審査）  

第５条  許可申請書に係る審査の内容は，別表に定めるところによる。  

附  則  

（施行期日）  

１  この規則は，平成１７年３月２２日から施行する。  

（経過措置）  

２  この規則の施行の日の前日までに，合併前の本郷都市計画土地区画

整理事業東本通土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許

可に関する規則（平成１２年本郷町規則第１８号）の規定によりなさ

れた処分，手続その他の行為は，この規則の相当規定によりなされた

ものとみなす。  

附  則（平成１７年６月２０日規則第２２７号）  

この規則は，平成１７年７月１日から施行する。  

附  則（平成２８年３月３１日規則第１５号）  

（施行期日）  

１  この規則は，平成２８年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関す

る手続であって，この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行

為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るも

のについては，なお従前の例による。  

３  この規則の施行の際，第１条の規定による改正前の三原市情報公開

条例施行規則，第３条の規定による改正前の三原市個人情報保護条例
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施行規則，第５条の規定による改正前の三原市税条例施行規則，第７

条の規定による改正前の中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者

支援金事務取扱細則，第８条の規定による改正前の三原市生活保護法

施行細則，第９条の規定による改正前の平成２３年度における子ども

手当の支給等に関する特別措置法に基づく三原市子ども手当事務取扱

規則，第１０条の規定による改正前の老人福祉法による費用の徴収に

関する規則，第１１条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細

則，第１２条の規定による改正前の三原市障害者等やむを得ない事由

による措置規則，第１３条の規定による改正前の化製場等に関する法

律施行細則，第１４条の規定による改正前の三原市廃棄物の処理及び

清掃に関する規則，第１５条の規定による改正前のきれいな三原まち

づくり条例施行規則，第１７条の規定による改正前の三原市本郷都市

計画事業東本通土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許

可に関する規則，第１８条の規定による改正前の三原市都市計画法施

行細則，第１９条の規定による改正前の宅地造成規制法施行細則，第

２０条の規定による改正前の三原市優良宅地造成認定事務に関する規

則，第２１条の規定による改正前の三原市土地譲渡益重価制度及び長

期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅新築認定事務に関する規則，

第２２条の規定による改正前の三原市火災予防規則及び第２３条の規

定による改正前の三原市危険物規制規則に規定する様式による用紙で，

現に残存するものは，当分の間，所要の修正を加え，なお使用するこ

とができる。  

別表（第５条関係）  

期間  構造及び規模  

土地の区分  

移転又は除却が

容易な構造及び

規模のもの  

移転又は除却の

容易でない構造

及び規模のもの  

事業計画決定公告

の日から仮換地指

定の効力発生の日

まで  

従前の土地  条件付許可又は

不許可  

不許可  
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仮換地指定の効力

発生の日から換地

処分の公告の日ま

で  

従前の土地  不許可  不許可  

仮換地  許可  許可  
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様式第１号（第２条関係）  

様式第２号（第２条関係）  

様式第３号（第３条関係）  

様式第４号（第４条関係）  

 


